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鹿児島市子ども・子育て支援事業計画（素案）及び

保育所等整備計画（素案）の修正について

鹿児島市子ども・子育て支援事業計画策定にかかる県との協議及び認定こども園の利用定員の設定に

かかる施設との協議等に基づき、以下の表のとおり関係数値を修正するもの。（目標値の設定に関する基

本的な考え方は変わりません。）

  ○修正を行う地域とその理由・内容等

地域 理由・内容 事業計画の修正内容 整備計画の修正内容

全地域に

共通

・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定による欄新設

・欄外に「県で定める数」

及び「保育利用率」の枠を

追記

・量の見込み欄の 1号及び 2号幼稚園利用希望

数ごとに区分する欄を設け、幼稚園型認定こど

も園の定員数を記載

・幼稚園型認定こども園への移行施設（予定含）

の 2号認定こども数を追記

・満 3 歳未満の子どもの保育利用率を追記

修正なし

中央地区 ・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定協議による提

供量の変更

2号保育認定（確保方策欄）

27年度 10人→ 20 人（＋10人）

28年度 20人→ 91 人（＋71人）

29年度 40人→  ―（▲40人）

30年度 41人→  ―（▲41人）

3号保育認定（1-2 歳）（確保方策欄）

28年度 20人→ 21 人（＋1人）

30年度  1人→  0 人（▲1人）

1号及び 2号幼稚園利用希望（提供量欄）

26･27 年度に幼稚園型認定こども園へ移行す

る（予定含）施設の利用定員設定による変更

修正なし

上町地区 ・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

・幼保連携型認定こども園

への移行予定施設が幼稚園

型認定こども園へ移行変更

による提供量の変更

2号保育認定（確保方策欄）

27 年度 20 人→ 30人（＋10 人）

28 年度 10 人→ 44人（＋34 人）

29 年度 10 人→  ―（▲10 人）

30 年度 19 人→  ―（▲19 人）

3号保育認定（1-2 歳）（確保方策欄）

28 年度 10 人→ 20人（＋10 人）

提供量の減

27 年度からの 2 号・3号の提供量で 30人減

2号保育認定▲15

3 号保育認定▲15（0歳▲5、1･2 歳▲10）

地域別整備目標値の修正

・提供量欄：680→650

・不足③欄：▲140→▲170

・定員増目標値欄：139→164
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・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定協議による提

供量の変更

1号及び 2号幼稚園利用希望（提供量欄）

26 年度に幼稚園型認定こども園へ移行する施

設の利用定員設定による変更

鴨池地区 既存の幼保連携型認定こど

も園の利用定員設定協議に

よる提供量の変更

提供量の増

  27 年度からの 2号・3 号で計 40 人の増

2号保育認定+25

3 号保育認定+15（0歳+5、1･2歳+10）

2号保育認定（確保方策欄）

  27 年度 80人→ 50 人（▲30人）

3号保育認定（1-2 歳）（確保方策欄）

  27 年度 60人→ 50 人（▲10人）

地域別整備目標値の修正

・提供量欄：2,044→2,084

・不足③欄：▲241→▲201

・定員増目標値欄：250→210

城西地区 ・新設の幼保連携型認定こ

ども園の利用定員設定協議

による提供量の変更

・既存の幼保連携型認定こ

ども園による提供量の内訳

の変更

・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

提供量の増

27年度からの 1号教育標準時間認定+10

2 号保育認定及び 3号保育認定（提供量欄）

27年度 2号 323 人→321 人（▲2人）

     3 号 243 人→245 人（+2人）

2号保育認定（提供量）

2 号保育認定の提供量減に伴い 28 年度▲1 の

整備が必要となるが、提供量が量の見込みを上

回っている 3号保育認定数の振り分けで対応。

修正なし

谷山北部

地区

新設の幼保連携型認定こど

も園の利用定員設定協議に

よる提供量の変更

提供量の変更

27年度からの 1号・3 号で定員変更

1号教育標準時間認定+40

3 号保育認定 0 歳+3､+1、1･2歳▲3､▲1

修正なし

谷山地区 ・既存の幼保連携型認定こ

ども園の利用定員設定協議

による提供量の変更

提供量の増

27年度からの 1号・2 号・3号で定員変更

1号教育標準時間認定▲5

2 号保育認定+25

3 号保育認定+15（0歳+4、1･2歳+11）

2号保育認定（確保方策欄）

27 年度 40 人→ 20人（▲20 人）

地域別整備目標値の修正

・提供量欄：1,796→1,836

・不足③欄：▲75→▲35

・定員増目標値欄：40→20

伊敷地域 ・既存の幼保連携型認定こ

ども園の利用定員設定協議

による変更

・新設の幼保連携型認定こ

ども園の利用定員設定協議

提供量の変更

27年度からの 1号・2 号・3号間で定員変更

1号教育標準時間認定▲50

2 号保育認定▲5、 3号保育認定+5（1･2歳）

提供量の変更

27年度からの 2号・3 号間で定員変更

修正なし
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による変更

・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定協議による提

供量の変更

・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

2号保育認定+3

3 号保育認定▲3（0歳▲2、1･2 歳▲1 ）

提供量の変更

1号教育標準時間認定+5

2 号保育認定（提供量）

2号保育認定の提供量減に伴い28年度▲17（▲

20）の整備が必要となるが、提供量が量の見込

みを上回っている 3号保育認定数の振り分けで

対応。

吉野地域 ・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定協議による提

供量の変更

2号保育認定（提供量）

29 年度 2 号保育認定の供給▲6 について、整

備が必要となるが、提供量が量の見込みを上回

っている 3 号保育認定数を振り分ける。

1号及び 2号幼稚園利用希望（提供量欄）

26 年度に、幼稚園型認定こども園へ移行する

施設の利用定員設定による減 46

町名

「吉野１～２丁目」の追加

（住居表示の実施に伴い吉野町、

下田町、川上町の各一部が、「吉

野１丁目、吉野２丁目」に変更さ

れたことによる）

郡山地域 ・整備の前倒し(＊)に伴う

整備実施数の変更

・幼稚園型認定こども園の

利用定員設定協議による提

供量の変更

2号保育認定（提供量）

29 年度 2 号保育認定の提供量▲2 について、

整備が必要となるが、提供量が量の見込みを上

回っている 3号保育認定数を振り分ける。

1号及び 2号幼稚園利用希望（提供量欄）

26年度に、幼稚園型認定こども園へ移行する

施設の利用定員設定による減 35

修正なし

全市域版 上記の全理由・内容による

数値変更

各地区の積上げによる全体的な数値変更 地域別整備目標値合計欄の修正

・提供量欄：12,412→12,462

・不足③欄：▲1,159→1,109

・定員増目標値欄：1,091→1,051

＊整備の前倒しについて

国の子ども・子育て支援事業計画基本指針において、「待機児童解消加速化プラン」で目標年次とする

平成 29年度末までに教育・保育施設等を整備することを目指すとされていることから、県との協議にお

いて、本市の子ども・子育て支援事業計画においてもその対応を図ることとされたもの。（29～31 年度

に提供量が不足する分を 28年度までに整備を行う）

また、伊敷・吉野・郡山の 3地域では、29年度に 2号保育認定の提供量の不足が生じているほか、城

西地区においては、利用定員の設定協議による 2 号保育認定の提供量の不足が生じる見込みであること

から、前倒しで解消を図る必要があるが、提供施設の新たな確保ではなく、提供量が量の見込みを上回

っている 3号保育認定数から 2号保育認定数へ振り分けた対応とする。





地域別整備目標値　（鹿児島市保育所等整備計画素案　Ｐ８）

34,241 10,078 47 13,236 12,412 ▲ 1,159 1,091 34,241 10,078 47 13,236 12,462 ▲ 1,109 1,056

定員増
目標値

④

(単位：人） (単位：人）

地　域　名 町　名
H26.4.1
就学前
児童数

H26.4.1
保育所定員

H26.4.1
待機児童数

量の見込み
①

27.4/1開所を
含む提供量

②

①中央

名山、平之町、東千石、西千石、中町、金生、照国、泉、住
吉、堀江、大黒、呉服、新町、船津、城南、松原、南林寺、甲
突、錦江、新屋敷、樋之口、山之口、千日、加治屋、中央、上
之園、上荒田

1,948 380 975 760 ▲ 215

27.4/1開所を
含む提供量

②

不足③
（②-①）

定員増
目標値

④
地　域　名 町　名

H26.4.1
就学前
児童数

H26.4.1
保育所定員

H26.4.1
待機児童数

量の見込み
①

不足③
（②－①）

222

②上町

坂元、西坂元、東坂元１～４丁目、清水、祇園之洲、鼓川、池
之上、稲荷、春日、柳町、浜町、上竜尾、下竜尾、冷水、長
田、大竜、上本町、小川、本港新町、易居、山下、城山、玉里
団地１～３丁目、若葉、吉野町の一部（磯、花倉、三船、竜ヶ
水及び平松）

1,996 620 820 680

380 975 760 ▲ 215222 ①中央

名山、平之町、東千石、西千石、中町、金生、照国、泉、住
吉、堀江、大黒、呉服、新町、船津、城南、松原、南林寺、甲
突、錦江、新屋敷、樋之口、山之口、千日、加治屋、中央、上
之園、上荒田

1,948

③鴨池

高麗、荒田１～２丁目、与次郎１～２丁目、下荒田１～４丁
目、天保山、鴨池新町、鴨池１～２丁目、唐湊３～４丁目、郡
元、郡元１～３丁目、南郡元、東郡元、真砂、真砂本町、三
和、南新町、日之出、紫原１～６丁目、西紫原、桜ヶ丘７～８
丁目、宇宿１～９丁目、中央港新町、新栄、向陽２丁目

6,013 1,595 6

坂元、西坂元、東坂元１～４丁目、清水、祇園之洲、鼓川、池
之上、稲荷、春日、柳町、浜町、上竜尾、下竜尾、冷水、長
田、大竜、上本町、小川、本港新町、易居、山下、城山、玉里
団地１～３丁目、若葉、吉野町の一部（磯、花倉、三船、竜ヶ
水及び平松）

1,996 620▲ 140 139 ②上町

▲ 241

▲ 170 164820 650

210

④城西

城山１～２丁目、新照院、草牟田、草牟田１～２丁目、玉里、
永吉１～３丁目、明和１～５丁目、原良、原良１～７丁目、薬
師１～２丁目、城西１～３丁目、鷹師１～２丁目、常盤、常盤１
～２丁目、西田１～３丁目

2,265 520 891 659 ▲ 232

2,285 2,084 ▲ 201250 ③鴨池

高麗、荒田１～２丁目、与次郎１～２丁目、下荒田１～４丁
目、天保山、鴨池新町、鴨池１～２丁目、唐湊３～４丁目、郡
元、郡元１～３丁目、南郡元、東郡元、真砂、真砂本町、三
和、南新町、日之出、紫原１～６丁目、西紫原、桜ヶ丘７～８
丁目、宇宿１～９丁目、中央港新町、新栄、向陽２丁目

6,013 1,595 62,285 2,044

230

⑤武・田上

武１～３丁目、唐湊１～２丁目、紫原７丁目、向陽１丁目、広
木１～３丁目、田上、田上１～８丁目、田上台１～４丁目、西
別府、武岡１～６丁目、西陵１～８丁目、小野町の一部（西ノ
谷）

3,372 1,094 1,287 1,217

520 891 659 ▲ 232230 ④城西

城山１～２丁目、新照院、草牟田、草牟田１～２丁目、玉里、
永吉１～３丁目、明和１～５丁目、原良、原良１～７丁目、薬
師１～２丁目、城西１～３丁目、鷹師１～２丁目、常盤、常盤１
～２丁目、西田１～３丁目

2,265

⑥谷山北部

五ケ別府、星ケ峯１～６丁目、皇徳寺台１～５丁目、山田、中
山、中山１～２丁目、自由ケ丘１～２丁目、桜ケ丘１～６丁目、
小原、魚見、東谷山１～７丁目、清和１～２丁目、希望ヶ丘、
小松原１～２丁目、東開

5,645 1,850 12

武１～３丁目、唐湊１～２丁目、紫原７丁目、向陽１丁目、広
木１～３丁目、田上、田上１～８丁目、田上台１～４丁目、西
別府、武岡１～６丁目、西陵１～８丁目、小野町の一部（西ノ
谷）

3,372 1,094▲ 70 70 ⑤武・田上

―

▲ 70 701,287 1,217

―

⑦谷山

上福元、谷山中央１～８丁目、下福元、慈眼寺、谷山塩屋、和
田、和田１～３丁目、平川、卸本町、南栄１～６丁目、七ツ島１
～２丁目、谷山港１～３丁目、錦江台１～３丁目、坂之上１～
８丁目、光山１～２丁目、西谷山１～２丁目

4,750 1,449 29 1,871 1,796 ▲ 75

2,011 2,190 ―― ⑥谷山北部

五ケ別府、星ケ峯１～６丁目、皇徳寺台１～５丁目、山田、中
山、中山１～２丁目、自由ケ丘１～２丁目、桜ケ丘１～６丁目、
小原、魚見、東谷山１～７丁目、清和１～２丁目、希望ヶ丘、
小松原１～２丁目、東開

5,645 1,850 122,011 2,190

20

⑧伊敷

伊敷、伊敷１～８丁目、伊敷台１～７丁目、西伊敷１～７丁
目、千年１～２丁目、花野光ヶ丘１～２丁目、下伊敷、下伊敷
１～３丁目、小野町（西ノ谷を除く）、小野１～４丁目、犬迫、小
山田、皆与志

2,672 720 989 866

1,449 29 1,871 1,836 ▲ 3540 ⑦谷山

上福元、谷山中央１～８丁目、下福元、慈眼寺、谷山塩屋、和
田、和田１～３丁目、平川、卸本町、南栄１～６丁目、七ツ島１
～２丁目、谷山港１～３丁目、錦江台１～３丁目、坂之上１～
８丁目、光山１～２丁目、西谷山１～２丁目

4,750

⑨吉野
岡之原、緑ヶ丘、川上、下田、吉野町（磯、花倉、三船、竜ヶ水
及び平松を除く）、大明丘１～３丁目 2,946 895

伊敷、伊敷１～８丁目、伊敷台１～７丁目、西伊敷１～７丁
目、千年１～２丁目、花野光ヶ丘１～２丁目、下伊敷、下伊敷
１～３丁目、小野町（西ノ谷を除く）、小野１～４丁目、犬迫、小
山田、皆与志

2,672 720▲ 123 90 ⑧伊敷

－

▲ 123 90989 866

―

⑩桜島
桜島赤水、桜島赤生原、桜島小池、桜島西道、桜島白浜、桜
島武、桜島藤野、桜島二俣、桜島松浦、桜島横山、新島、野
尻、持木、東桜島、古里、有村、黒神、高免

140 90 53 90 －

1,072 1,080 ―― ⑨吉野
岡之原、緑ヶ丘、川上、下田、吉野町（磯、花倉、三船、竜ヶ水
及び平松を除く）、大明丘１～３丁目、吉野１～２丁目 2,946 8951,072 1,080

―

⑪吉田 西佐多、東佐多、本城、本名、宮之浦、牟礼岡１～３丁目 489 205 205 280

90 53 90 ―－ ⑩桜島
桜島赤水、桜島赤生原、桜島小池、桜島西道、桜島白浜、桜
島武、桜島藤野、桜島二俣、桜島松浦、桜島横山、新島、野
尻、持木、東桜島、古里、有村、黒神、高免

140

⑫喜入
喜入瀬々串、喜入中名、喜入生見、喜入前之浜、喜入、喜入
一倉 499 235

西佐多、東佐多、本城、本名、宮之浦、牟礼岡１～３丁目 489 205－ － ⑪吉田

－

― ―205 280

―

⑬松元 石谷、入佐、上谷口、直木、春山、福山、松陽台、四元、平田 1,186 290 443 380 ▲ 63

202 235 ―－ ⑫喜入
喜入瀬々串、喜入中名、喜入生見、喜入前之浜、喜入、喜入
一倉 499 235202 235

50

⑭郡山 花尾、有屋田、川田、郡山、郡山岳、西俣、東俣、油須木 320 135 132 135

290 443 380 ▲ 6350 ⑬松元 石谷、入佐、上谷口、直木、春山、福山、松陽台、四元、平田 1,186

 ※ ① 「量の見込み」・・・平成２５年９月に実施したニーズ調査等から算出した数値のうち、各地域の平成２７年度から３１年度にかけての認定区分ごとの最大値を合計したもの
　　 ② 「27.4/1開所を含む提供量」・・・平成２７年の保育所等の定員（予定）に、本市が運営費等の支援を行っている認可外保育施設も含めた数値

― ―

合　　　計 合　　　計

花尾、有屋田、川田、郡山、郡山岳、西俣、東俣、油須木 320 135 132 135－ － ⑭郡山

修正前 修正後

５


